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北九州市告示第５７号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項の規定により、

指定地域密着型サービス事業者を指定したので、同法第７８条の１１第１号の

規定により次のとおり告示する。 

  令和８年３月６日 

北九州市長 武 内 和 久 

地域密着型通所介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月

日 

４０９０５

００９２９ 

なごみの家 北九州市小倉南

区朽網西三丁目

１１番１２号 

株式会社ＨＩ

ＬＯ 

令和８年

３月１日 
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北九州市告示第５８号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び第１１５条

の１５第２項の規定により、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着

型介護予防サービス事業者から事業の廃止の届出があったので、同法第７８条

の１１第２号及び第１１５条の２０第２号の規定により次のとおり告示する。   

令和８年３月６日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 地域密着型通所介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月

日 

４０９０４

００６４１ 

フルリストケ

アサービスセ

ンター 

北九州市小倉北

区真鶴一丁目６

番１１号 

株式会社ｆｌ

ｅｕｒｉｓｔ

ｅ ｃａｒｅ 

令和８年

２月２８

日 

４０７０７

０６１２４ 

デイサービス

センター つ

なぐ 

北九州市八幡西

区市瀬一丁目１

３番２号 

株式会社つな

ぐ 

令和８年

２月２８

日 

４０９０７

０１０５５ 

デイサービス

センターらぐ

たいむプラス 

北九州市八幡西

区則松七丁目１

９番８号 

合同会社ぼく

ら 

令和８年

２月２８

日 

２ 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月

日 

４０９０５

００２８３ 

デイサービス 

のんきさん 

北九州市小倉南

区沼本町二丁目

８番３７号 

有限会社時輪 令和８年

２月２８

日 
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北九州市告示第５９号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項、第４６条第１項及

び第５３条第１項の規定により、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者及

び介護予防サービス事業者を指定したので、同法第７８条第１号、第８５条第

１号及び第１１５条の１０第１号の規定により、次のとおり告示する。 

  令和８年３月６日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０６６

６９１２

４９ 

訪問看護ステー

ションリアライ

ズ北九州 

北九州市八幡西

区幸神二丁目１

番２１号 Ａス

タービル１階 

株式会社ｒｅ

ａｌｉｚｅ 

令和８年３

月１日 

２ 通所介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０７０

７０８６

１７ 

ブルーミングケ

ア八幡西 

北九州市八幡西

区里中三丁目１

１番８号 

合同会社ぼく

ら 

令和８年３

月１日 

３ 居宅介護支援 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０７０

２０２５

３８ 

ケアプランセン

ターＨＩＢＩＳ

Ｕ若戸 

北九州市若松区

浜町一丁目４番

１１号 

株式会社ＢＩ

ＳＣＵＳＳ 

令和８年３

月１日 
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北九州市告示第６０号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項、第８２条第２項及

び第１１５条の５第２項の規定により、指定居宅サービス事業者、指定居宅介

護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者から廃止の届出があったので、

同法第７８条第２号、第８５条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定によ

り、次のとおり告示する。 

  令和８年３月６日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０６６

５９０１

４４ 

訪問看護フルリ

ストナース 

北九州市若松区

塩屋三丁目１９

番１３号 

株式会社ｆｌ 

ｅｕｒｉｓｔ 

ｅ ｃａｒｅ 

令和８年２

月２８日 

２ 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０７０

２０００

９４ 

有限会社小倉商

會 

北九州市若松区

西天神町８番６

号 

有限会社小倉

商會 

令和８年２

月２８日 

４０７０

５０１２

６９ 

協和レンタル 北九州市小倉南

区蒲生一丁目１

番２５号 

協和産業株式

会社 

令和８年２

月２８日 

３ 特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０７０

２０００

９４ 

有限会社小倉商

會 

北九州市若松区

西天神町８番６

号 

有限会社小倉

商會 

令和８年２

月２８日 

４０７０

５０１２

６９ 

協和レンタル 北九州市小倉南

区蒲生一丁目１

番２５号 

協和産業株式

会社 

令和８年２

月２８日 

４ 居宅介護支援 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０７０

４０６２

７９ 

たけのこケアプ

ラン 

北九州市小倉北

区篠崎二丁目１

６番２４号 

有限会社小倉 

介護サービス

さつき 

令和８年２

月２８日 

４０７０

５０５３

４４ 

ケアプランセン

ターときめき 

北九州市小倉南

区葛原三丁目３

番２号 

合同会社モン

ターニヤ 

令和８年２

月２８日 
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北九州市公告第１６２号 
 北九州市環境影響評価条例（平成１０年北九州市条例第１１号）第８条第１

項の規定により環境影響評価方法書（以下「方法書」という 。） 及びこれを要

約した書類（以下これらを「方法書等」という 。） の提出があったので、同条

第２項の規定により、次のとおり公告するとともに、当該方法書等を縦覧に供

する。   
 なお、当該方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、縦覧

期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までの間に、市長に意見

書を提出することができる。 
  令和８年３月６日 

北九州市長 武 内 和 久   
１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

日本製鉄株式会社 
九州製鉄所長 中田昌宏 
北九州市戸畑区飛幡町１番１号 

２ 対象事業の名称 
  八幡地区（戸畑）焙焼キルン炉新設事業 
３ 縦覧場所 
  北九州市小倉北区城内１番１号 
  北九州市環境局環境監視部環境監視課 
  北九州市戸畑区千防一丁目１番１号 
  北九州市戸畑区役所総務企画課 
  北九州市小倉北区大手町１１番５号 
   北九州市立文書館 
４ 縦覧期間及び縦覧時間 

 令和８年３月６日から同年４月６日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く 。） の毎

日午前８時３０分から午後５時１５分まで（北九州市立文書館においては午

前９時３０分から午後６時まで） 
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北九州市公告第１６３号 

 一般競争入札により、区役所電話通信回線サービスの提供業務契約を締結す

るので、地方自治法施行令 ( 昭和２２年政令第１６号 ) 第１６７条の６第１項

及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」

という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和８年３月６日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 調達内容 

 （１） 業務名 区役所電話通信回線サービスの提供業務 

 （２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

（４） 履行場所 門司区役所、小倉南区役所、若松区役所、八幡東区役所 

、八幡西区役所及び戸畑区役所 

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載 

  された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（ 

  当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの 

  とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費 

  税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金 

  額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  に記載されていること。 

 （３） 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第５号に規定す

る電気通信事業者であること。 

 （４） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札書の提出場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市総務市民局市民部区政推進課 

  イ 日時 この公告の日から令和８年３月１２日まで（日曜日及び土曜日

を除く。）の毎日午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５
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時まで 

 （２） 入札説明書及び仕様書等の交付方法 前号アの場所において無償で 

  交付する。 

 （３） 入札説明会 入札説明会は行わないものとする。 

 （４） 競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を希 

  望する者は、令和８年３月１２日午後５時までに競争参加の申出書を第１ 

  号アの場所に提出しなければならない。郵送による場合は、第１号アの場 

  所に書留郵便により、令和８年３月１２日午後５時必着のこと。 

 （５） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市総務市民局市民部区政推進課 

  イ 日時 令和８年３月２４日午後２時 

４ その他 

 （１） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （２） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札者に要求される義務を履行しなかった者がした入札 

  エ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （３） 落札者の決定方法 

   契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲 

  内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 

 （４） 契約書作成の要否 要 

 （５） この公告に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す

る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。 

 （６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

 （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在   

  地等 
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   北九州市総務市民局市民部区政推進課 

   〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２１０７ 
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北九州市交通局公告第９号 

  一般競争入札により、物品調達契約を締結するので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市交通局契約規程（

昭和３９年北九州市交通局管理規程第５号。以下「契約規程」という。）にお

いて準用する北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契

約規則」という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

令和８年３月６日 

                             北九州市交通局長 白 石 基 

１ 競争入札に付する事項 

  （１） 業務名 旅客自動車運転者被服供給 

  （２） 業務内容等 仕様書で定めるとおり 

  （３） 業務期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

  （４） 履行場所 北九州市交通局の指定する場所 

  （５） 入札方法 予定数量に１着当たりの単価を乗じた総価により行う。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札金額とする

。ただし、契約は落札金額の１着当たりの価格による単価契約とする。 

２ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

  （２） 北九州市交通局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規程（平成７年北九州市交通局管理規程第１号）第２条において

準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名

簿に記載されていること。 

 （３） 有資格者名簿に記載されている本店所在地又は受任地が北九州市内

にあること。 

（４） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札手続等 

（１） 契約条項を示す場所及び期間 

    ア 場所 北九州市若松区東小石町３番１号 

       北九州市交通局運輸サービス課  

    イ 期間  この公告の日から令和８年３月１６日まで（日曜日及び土曜日

（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１１

時３０分まで及び午後１時から午後３時まで 
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（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法  前号アの場所において無償で交

付する。 

（３） 入札説明会  入札説明会は、行わないものとする。 

（４） 競争参加の申出書の提出  この公告に係る一般競争入札に参加を希

望する者は、この公告の日から令和８年３月１６日まで（日曜日等を除く

。）に競争参加の申出書を第１号アの場所に提出しなければならない。 

（５） 入札及び開札の場所及び日時 

    ア 場所  北九州市若松区東小石町３番１号 

              北九州市交通局４２会議室 

   イ 日時 令和８年３月１８日午後４時 

４ その他 

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア  言語 日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

    ア 入札保証金  入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規程におい

て準用する契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免

除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規程におい

て準用する契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

    ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

    ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当す

る入札 

（４） 落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６） この公告に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す

る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。 
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（７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

     北九州市交通局運輸サービス課 

     〒８０８－００１７ 北九州市若松区東小石町３番１号 

      電話 ０９３－７７１－８４１０ 
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